
 

新型コロナウイルス感染症に対する安全対策へのご協力のお願い 

 

2020年３月２日 

 

臍帯血を提供いただくみなさまへ 

現在、世界各国で新型コロナウイルスによる感染症が発生しております。 

 

本邦では臍帯血移植による感染被害を防止するため、従前より、海外帰国（入国）後

４週間経過していない方には臍帯血提供をご遠慮いただいております。 

2020（令和２）年３月２日からは、さらなる安全対策として、以下のとおり臍帯血の

受入を制限することとしましたので、みなさまのご理解とご協力をお願いいたしま

す。 

 

１ 安全対策の実施内容 

新型コロナウイルスの体内での潜伏期間を考慮し、以下のいずれかの条件に該当する

方は、臍帯血提供をご遠慮いただくようお願いいたします。 

 

（１）海外から帰国（入国）後、４週間経過していない方 

 

（２）発熱や咳、呼吸困難などの呼吸器症状がある方 

 

（３）新型コロナウイルス感染症（または感染疑い）と診断された方と、４週間以内 

に濃厚な接触※があった方 

※「濃厚接触」とは、必要な感染予防策をせず手で触れること、または対面で会話するこ

とが可能な距離（目安として２メートル）で接触した場合を指します。（厚生労働省 

新型コロナウイルスに関する Q&A 参照） 

 

（４）新型コロナウイルス感染症（または感染疑い）と診断された方 

 

また、臍帯血採取後４週間以内に、「新型コロナウイルス感染症」または「新型コロナ

ウイルス感染症の疑い」と医療機関で診断された場合は、臍帯血採取に係る説明時に

お渡しした書類に記載されている臍帯血バンクに氏名、生年月日、分娩施設をご連絡

いただきますようお願いいたします。 

 

２ その他 

今後、新型コロナウイルス感染症の発生状況により、安全対策の内容を変更する場合



 

があります。 

 

◎参考情報リンク 

・厚生労働省ホームページ「新型コロナウイルス感染症について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

・国立感染症研究所ホームページ「コロナウイルスに関する解説及び中国湖北省武漢

市等で報告されている新型コロナウイルス関連肺炎に関する情報」 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc/2482-2020-01-10-06-50-40/9303-

coronavirus2.html 
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